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１ 鈴鹿市景観計画の必要性 

■ 鈴鹿市景観計画の位置づけ 

人々の志向が量的充実から質的充実に移行する中で、地域独自の自然や歴史・文

化などが醸し出す良好な景観を守り、活かす取組が全国各地で展開されるようにな

ってきました。一方で、「美しい国づくり政策大綱」（平成 15 年７月国土交通省）

や「観光立国行動計画」（平成 15年７月観光立国関係閣僚会議）が策定されるなど、

国としても景観の保全・整備が重要な課題として掲げられるようになりました。 

そこで、景観の意義やその保全・整備の必要性を明確に位置づけるとともに、地

方公共団体による景観行政を多面的に支援するため、我が国で初めて景観に関する

総合的な法律として「景観法（平成 16 年６月 18 日法律第 110 号）」が施行されま

した。 

鈴鹿市景観計画は、この「景観法」に基づく計画となります。 

 

■ 鈴鹿市の景観の現状 

本市は、鈴鹿山脈から伊勢湾に至る地形的変化がもたらす多様な自然的景観や、

東海道・伊勢街道沿いのまちなみをはじめとする歴史的・文化的景観など多くの景

観資源に恵まれています。また、こうした地域独自の景観資源を保全し、より魅力

あるものとするため、かんべ本通りでの旧街道沿いのまちなみと調和した建物に統

一するためのルールづくりや、海岸部での砂浜清掃など、各地区で市民による景観

保全活動が進められています。 

さらに、太陽の街やＭＯＩＴタウン、グッドライフガーデン野町など計画的に造

られた住宅団地では住宅の意匠や生垣の設置などのルールを定めて良好な住宅地

景観を生みだす取組がなされたり、大規模工場では敷地外周の緑地を周辺住民など

に親しまれるデザインに作り替えたりするなど、市民の生活にゆとりとうるおいを

与える景観の創出も図られています。 

近年では、カーボンニュートラル社会の実現に向け再生可能エネルギーの普及が

進む中、森林を伐採して設置される太陽光発電施設が市内の自然的景観に対して影

響を与えています。 

また、新名神高速道路や（都）※中勢バイパス、鈴鹿パーキングエリアスマート

インターチェンジ（以下「鈴鹿ＰＡスマートＩＣ」といいます。）など、市内の道

                                            
※

 (都) ：都市計画道路 
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路交通網の骨格となる幹線道路の整備が完了し、市内景観には大きな変化が生じて

います。  

 

■ 鈴鹿市景観計画の必要性 

このように地域の景観を守り、育て、創り出していく活動は、行政が主体的に行

うのではなく、市民が自ら取り組む景観づくりとして展開されていくことが望まし

いことから、行政は、そうした景観づくりを支援していく体制を整える必要があり

ます。 

一方、良好な景観づくりがなされていても、地域の景観に対する配慮の不足から、

周辺と調和しない派手な色彩の建物が建てられることで、良好な景観が台無しにな

ってしまうおそれもあるため、地域の景観に配慮を求めるルールづくりも必要です。 

このため、良好な景観の保全・創出に向けた基本的な方針を定め、良好な景観を

阻害する建築物の建築などの行為を制限するとともに、市民による主体的な景観づ

くりを支援するため「鈴鹿市景観計画」を策定します。 

 

■ 鈴鹿市景観計画の改定の趣旨 

  前回の計画改定から景観を取り巻く環境において、太陽光発電施設の設置に伴う

森林伐採は、市内の自然的景観に影響を与えており、市民アンケート結果からも市

民が自然的景観の保全に対して高い関心を寄せていることが明らかになりました。 

また、若い世代を中心としたＳＮＳ※の広がりにより、人々が集い、にぎわいを

創出するような景観づくりにも目が向けられるようになってきました。本市がこれ

まで取り組んできた古き良き景観の保全に加え、本市の魅力の更なる向上に繋がる

ような新たな景観の創造といった取組を積極的に進めていく必要があります。 

今回の鈴鹿市景観計画改定ではこれまでの計画をベースにしながら、これらの景

観に対する変化等を計画に反映させると共に、関係法令等の改正や鈴鹿市景観計画

に基づく基準等の適切な見直しを行うことにより、より良い制度運用のために必要

となる計画改定を行い、市民とともにこれまでより一歩進んだ景観づくりを推進し

ます。 

 

２ 計画の理念と目標 

市民が主体となって地域それぞれの魅力を活かした景観づくりを進めることで、

自然や歴史・文化など地域特有の良好な景観が保全され、住みやすいまち、住んで

みたいまち、訪れてみたいまちが創造されていくことになります。そして、その積

                                            
※ＳＮＳ：ソーシャルネットワーキングサービス 
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み重ねによって徐々に育まれる「鈴鹿らしい良好な景観」は人々の生活・習慣や地

域の伝統・歴史・文化、まちづくり活動や地域のコミュニティといった「鈴鹿らし

さ」の醸成につながります。この「鈴鹿らしさ」を、次の世代に引き継いでいくこ

とが、私たちの使命です。 

こうした考えをもとに、鈴鹿市景観計画の理念と景観づくりの目標を次のように

設定します。 

鈴鹿市景観計画の理念 

“鈴鹿らしさ”を次の世代に伝える景観づくり 

 

景観づくりの目標 
 

◇ 自然や歴史・文化など鈴鹿市特有の良好な景観資源の保全・活用 

 

◇ 住みやすいまち、住んでみたいまち、訪れてみたいまちを創造する

景観づくり 

 

◇ 市民が主役の景観づくり 
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３ 計画の期間 

鈴鹿市景観計画は、上位計画である『鈴鹿市総合計画２０３１』及び『鈴鹿市都

市マスタープラン』に即した内容を定めていることから、次期見直し年度について

も整合を図り、2031（令和 13）年度を目標年度とします。 

 

４ 鈴鹿市景観計画の仕組み 

 （１）鈴鹿市景観計画の役割 

鈴鹿市景観計画の役割は、大きく次の２点があります。 

【役割①】 鈴鹿らしい景観をつくっていくための制限や誘導の根拠となる 

【役割②】 市民が主役の景観づくりの受け皿となる 

  

（２）鈴鹿市景観計画の構成 

上記の役割を担うため、鈴鹿市景観計画は次図のように、市全域を対象とした

「全体計画」と、地区単位で市民が主体となって景観の保全や創出に取り組むた

めの「地区別景観づくり計画」の２つから構成しています。 

このうち「全体計画」では、方針や規制に関する事項など、市全域の景観づく

りについて定めています。 

一方、「地区別景観づくり計画」は、市民の主体的な景観づくりを支援するこ

とを目的としています。2024（令和６）年４月時点で４つの地域に地区別景観づ

くり計画を策定し、地域の景観特性に沿った景観づくりを行っています。今後も、

市民が主役となり景観づくりに取り組む中で、そこから生まれた発意などをもと

に、その地区の特性に応じたきめ細やかな計画を定め、随時、追加していきます。

なお、地区別景観づくり計画の内容は、別に記載します。 

 

本冊子では、鈴鹿市景観計画のうち、全体計画について記載しています。 

第１章では、鈴鹿市の景観の自然、都市、歴史・文化などの特性や関連する計

画などの整理を行っています。 

第２章では、鈴鹿市景観計画の対象区域を設定しています。 

第３章では、市域に景観類型を設定し、類型ごとに景観形成方針を定めていま

す。この方針は「地区別景観づくり計画」を定める場合の基本指針とします。 

第４章では、景観形成方針をもとに景観計画区域内の行為の制限に関する事項

を定めています。今後策定していく「地区別景観づくり計画」では、地域の特性

に応じたより具体的な規制を行っていきます。 

第５章、第６章では、景観づくりを支援するツールとしての諸制度の運用基準

や「地区別景観づくり計画」策定の仕組みを定めます。 
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（３）鈴鹿市景観計画の運用 

鈴鹿市景観計画を運用するため、鈴鹿市景観づくり条例を制定するとともに、

鈴鹿市景観設計の手引きを作成しています。 

『鈴鹿市景観づくり条例』は、行為の制限に関する事項など、鈴鹿市景観計画

の運用について必要な事項や、良好な景観の形成に関する制度を定めるものです。 

『鈴鹿市景観設計の手引き』は、市民・事業者・行政・設計者等が行為の計画・

設計を行うときの手引き書として、景観に配慮した行為の計画・設計手順、景観

形成基準及び色彩ガイドラインについて詳述するものです。 
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■鈴鹿市景観計画の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

鈴 鹿 市 景 観 計 画  

全体計画 

良好な景観の形成に関する方針 

（第３章） 

１ 景観類型の設定 

２ 景観類型別の方針 

景観計画の区域      （第２章） 

建築物・工作物等の行為の制限に関す

る事項           

（第４章） 

１ 届出対象行為 

２ 景観形成基準 

 

市全域を景観計画の対象区域

に設定 

市民が主体とな

って、全体計画の類

型別景観形成方針

を指針としながら

地区別に具体的基

準などを設定 

 

・計画の対象区域 

・地区の景観形成 

方針 

・方針の実現に向 

けた方策 等 

 

 

 

市民が主役の景観づくりに向けた取組           

（第６章） 

１ 地区別景観づくり計画の策定の仕

組み 

２ 各種制度等の活用 

３ 景観意識の醸成 

地区別景観づくり計画策定の

仕組み及び市民意識の醸成に向

けた普及啓発活動などについて

整理 

地区別景観 

づくり計画 
鈴鹿市の景観特性     （第１章） 

１ 景観特性 

２ 関連計画 

自然、都市、歴史・文化など現

状の景観特性、景観に関連する他

の計画について整理 

大規模な建築物や開発行為な

どに対し、景観形成基準（行為の

制限）を設定 

鈴鹿市景観づくり条例 

良好な景観の形成に向けた方策 

 （第５章） 

１ 景観資源の抽出と認知度の向上 

２ 景観法に基づく景観重要建造物及

び景観重要樹木の指定 

３ 文化財保護法等に基づく重要文化

財等の指定等 

４ 登録・認定地域景観資産の登録・

認定 

５ 新しい景観の創造 

６ 三重県屋外広告物条例による許可 

７ 景観重要公共施設の指定 

８ 景観農業振興地域整備計画の策定 

９ 自然公園法の許可基準の特例措置 

 (地区別景観づくり計画の基本指

針)市の景観特性を踏まえて景観

類型を設定し、各類型の景観形成

方針を設定 

景観づくりを支援するツール

として、各種制度をもとに市独自

の運用基準を設定 

鈴鹿市景観設計の手引き 


